
１．契約件名

２．契約の相手方

３．契約相手方所在地

４．履行場所

５．業務の概要

６．契約日

８．契約金額（税込） 円

９．根拠法令

１０．契約相手方とした

　　　理由

１１．担当課

　　　　令和５年　　　１０月　　　　　３日

当初契約用

随意契約締結の報告について

　「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令」及び「伊丹市入札結果等
の公表に関する要綱」に基づき、工事請負契約及び工事に係る測量・調査・建設コンサルタ
ント等の委託業務契約について、随意契約を行った契約の内容について公表します。なお、
案件の詳細につきましては、下記担当課にお問い合わせください。

令和5年度伊丹市立ひかり保育園保育室空調設備増設工事

伊丹ダイキン空調株式会社

伊丹市北本町1丁目1番地

伊丹市堀池3丁目7-26

ランチルーム、保育室３室の空調設備増設

教育保育課

７．契約期間
　　　　令和５年　　　１０月　　　　　３日　から

　　　　令和５年　　　１１月　　　　３０日　まで

4,400,000

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第　2号

 空調設備に不調が生じたため原因調査をおこなったところ、空調設備の
出力が現行施設の構造を満たさないことが発覚した。
　乳幼児の健康の安全を確保し,健全な保育環境を整備するには空調機器
の増設をおこなう必要があるが、工事可能日（園休日）が限定的であ
り、かつ資材製造に一定の期間を要することから早急に工事を発注する
必要がある。そのため、入札に付す暇がなく見積合わせにより最も安価
を提示した同社と契約するもの.


